
制限付一般競争入札の公告 

 

制限付一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき

次のとおり公告します。 

令和５年１月２３日 

江東区長  山 﨑 孝 明   

１．公告番号 １ 

２．件名 豊洲シビックセンター飲料自動販売機売上手数料 

３．履行場所 豊洲シビックセンター 

４．履行期間 令和５年４月１日 から 令和６年３月３１日まで 

５．予定価格 非公表 

６．入札参加資格要件 （1）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 第 1 項（同

令第 167 条の 1 第 1 項において準用する場合も含む）の規定に該当しな

い者であること。 
（2）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の規定に基づく更生手続開始の

申立て、民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定に基づく再生手

続開始の申立て、又は、破産法（平成 16 年法律第 75 号）の規定に基づ

く破産開始手続の申立てがなされていない者であること。 
（3）東京都内に本店、支店、または営業所・事業所を有している法人。 
（4）自動販売機の設置（自らが管理）を履行する能力があると認められる者。 
（5）自動販売機の設置（自らが管理）について、３年以上の実績を有してい

る者。 
（6）法令等の規定により、販売について許認可等を要する場合は、該当する

許認可等の免許を有していること。 
（7）法人税、法人事業税、消費税及び地方消費税等を滞納していない者。 
（8）当該募集年度から公募期間までの間、当該営業などに関して、行政処分

を受けていない者。また、公衆衛生上重大な事故を起こしていない者。 
（9）江東区暴力団排除条例（平成 24 年 10 月 19 日）第 2 条に規定する暴力

団員及び暴力団関係者等でない者。 
（10）直近２年間に本区から指名停止処分を受けていないこと。 
（11）江東区長及び江東区議会議員本人が経営に関与している設置事業者で

ないこと。 
（12）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11 年法

律第 147 号）第 5 条第 1 項に規定する観察処分を受けている、若しくは

過去に受けたことのある団体及びその役職員又は構成員に該当しない者

であること。 
７．希望申請方法 豊洲シビックセンター飲料自動販売機設置事業者募集要項（以下「募集要項」

という。）の「８ 応募手続き」に従い、必要書類を江東区区民部豊洲特別出

張所管理係に直接持参し提出すること。 

８．申請書提出期間 令和５年１月２３日（月）午前９時 から 令和５年２月３日（金）午後５

時まで 



（閉庁日及び正午から午後１時までの時間帯を除く。） 

９．入札参加資格の決定 入札参加資格の審査結果は、令和５年２月１７日（金）に電子メールにより

通知する。 

１０．仕様書等 募集要項「６ 自動販売機設置条件等」のとおり 

１１．質問及び回答 質問及び回答については、電子メールにて受付、回答を行う。 

質問期間： 令和５年２月２０日（月） から 令和５年２月２７日（月）

午後５時 まで 

回  答： 令和５年３月３日（金）午後５時 まで 

１２．入札方法及び場所 江東区役所７階 第７３会議室 で行う。 

入札金額は、月額の売上手数料の金額（消費税及び地方消費税相当額を含ま

ない額）を記載すること。なお、契約金額は入札金額に消費税及び地方消費

税相当額を加えた額とする。 

１３．開札日時 令和５年３月８日（水） 午前１０時 

１４．入札執行回数 ３回 

１５．契約保証金 免除 

１６．入札保証金 免除 

１７．落札者の決定 区の設定する予定価格以上で、かつ最も高い金額を入札した事業者を落札者

とする。 

１８．契約条項を示す場所 江東区区民部豊洲特別出張所管理係 

※豊洲シビックセンター飲料自動販売機業務契約書（案）のとおり。 

１９．入札の無効 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 
・入札に参加する資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札 
・入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名若しくは押印のないもの 
・２通以上の入札書を提出した者の入札 
・他人の代理を兼ね、又は２人以上の代理をした者の入札 
・入札書の金額を改ざんし、又は訂正したもの 
・入札に関し不正行為のあった者の入札 
・本要項にもとづき入札参加資格のあることを確認された者であっても、入

札時において当該入札参加資格のない者のした入札 
・前各号に定めるもののほか、本要項で定めた事項に違反した者の入札 

２０．その他 入札において、事故が起きたときや不正な行為があると認めたときは入札を

中止、又は延期する場合がある。そのときは別途適宜の方法により通知する。 
 


